
　電気用品安全法に関する解釈について　　　　　　　　　　　　　　電力安全課

商品名等
（電気用品名等）

リレーボックス 日付
平成１５年５月１３日

１　内容
○用途、機能、性能
　エアコン等の機器を運転した時、その製品の信号（有線）を受けて、換気扇を運
転・停止するリレーボックスである。リレーボックスは換気扇の近傍又は天井裏等
に設置されて使用する。

○構造、仕様、意匠
　リレーボックスは、合成樹脂製の箱に金属製カバー（蓋）がネジ止めされた構
造で、中には電磁リレーと端子台又は速結端子が組み込まれたものである。
　定格：単相、１００Ｖ又は２００Ｖ、最大１０Ａ（各種有り）

○ 主な使用者、販売先
一般家庭、電気工事事業者

２　解釈
○ 内容
特定電気用品の配線器具の「その他の点滅器」として取り扱う。

○ 理由
操作用のつまみ、とって等は有していないが、「機械器具に組み込まれる特殊な
構造」に該当せず、機器からの信号により、一般電路（屋内配線）を開閉するた
め。


